
富良野市地域おこし協力隊募集支援業務委託仕様書 

 

 

 本仕様書は、富良野市（以下、「本市」という。）が「富良野市地域おこし協力隊募集支援業務委

託（以下、「本業務」という。）」の受託者を公募するにあたり、必要とする基本的事項について定

めるものである。 

 なお、業務の詳細については、事業者の提案をもとに、双方協議のうえ締結する。 

 

１．目的 

少子高齢化や人口減少、人材不足が進むなか、地域の活性化を図るため地域おこし協力隊

制度を活用するにあたり、積極的かつ意欲的に活動する人材を広く募集し、優れた人材を採

用することを目的とする。 

 

 

２．業務名 

  富良野市地域おこし協力隊募集支援業務委託 

 

 

３．委託期間 

  契約締結日から令和９年３月５日まで 

 

 

４．業務の内容 

令和９年４月１日からシティプロモーション、ふるさと納税、関係人口創出（移住の推進

を含む）をテーマに、本市で活動する地域おこし協力隊３名の募集、選考等一切の業務を受

託者が実施する。 

 

（１）本市が求める隊員 

①都市部からの視点を活かして、地域住民や関係団体等と協力・連携しながら地域に賑わい

や活力を生み出し、その効果を市内外へ波及できる人材 

②前例にとらわれず時代の変化に対応し地域課題等に積極的にチャレンジする人材 

③総務省が定める地域おこし協力隊推進要綱（平成 21年 総行応第 38号）第３（１）及び地

域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャーの特別交付税措置に係る地域要件確認

表（令和４年４月１日現在）に定める特別交付税措置に係る地域要件に該当する者である

こと。 

④本市は、本業務により選考された人材を地域おこし協力隊として委嘱するにあたり、当該

人材と雇用契約を締結しないものとする。受託者は、本市と地域おこし協力隊派遣業務委

託契約を別途締結し、当該人材を令和 9 年 4 月 1 日より派遣するものとする。また、受託

者は当該人材と雇用契約を締結し、本市は受託者から派遣された当該人材を地域おこし協

力隊として委嘱するものとする。 

 



 

（２）活動拠点 

  ①受託者：指定しない。ただし、オンライン等で本市や地域おこし協力隊と意思疎通できる

環境を必須とする。 

  ②地域おこし協力隊：北海道富良野市 

 

（３）計画準備 

受託者は業務を実施するにあたり、本市と十分に協議を行ったうえで次の事項を記載した

計画書を作成し、本市に提出するものとする。なお、計画に変更が生じた場合は、理由を明

確にしたうえで、変更業務計画書を作成・提出し、本市の承諾を得ること。 

    ①事業実施に係る基本方針 

    ②業務実施体制 

    ③業務実施計画（スケジュール等） 

    ④その他、必要な事項 

 

（４）隊員の募集・選考 

隊員の募集、選考にあたっては、本市と連携し、次の業務を行うものとする。 

    ①本市が求める人材を募集するための募集条件等の作成 

    ②求人サイト、SNS等を活用した求人活動 

    ③希望者の応募促進に効果的と認められる広報活動 

    ④応募者の面談、審査、選考 

    ⑤その他、隊員の募集、選考に有効な業務 

 

 

５．地域おこし協力隊の派遣 

受託者は、本業務とは別に本市と地域おこし協力隊派遣業務委託契約を締結し（委託料は

別途協議する）、本業務により選考された人材を地域おこし協力隊として令和 9年 4月 1日よ

り派遣するものとする。その際、地域おこし協力隊の配置、活動支援、労務管理等一切の業

務を受託者が実施する。 

 

 

６．提案上限額 

・本業務の委託料は、上記「4.業務の内容」に係る経費とし、上限額は、3,500,000円（消費税

及び地方消費税を含む）とする。 

・上記委託料の上限額は、契約額等を示すものではない。 

・受託者は、地域おこし協力隊の募集、選考等に要する経費の一切を負担する。 

・委託料及びその支払い方法等については、優先交渉権者と協議のうえ、契約書で定める。 

 ・対象となる経費の例 

・求人サイト等を活用した PRや募集に要する経費 

    ・募集、選考に関する説明会、選考会の開催に要する経費 



    ・地域おこし協力隊員 OB・OGや地域おこし協力隊員を支援する団体などから募集案件の

企画についてアドバイスを受ける経費 

    ・現地説明会や試験的な地域おこし活動に要する経費（参加者の旅費は除く） 

    ・職員旅費 

 

 

７．業務成果物の納品 

   受託者は、本業務完了後、速やかに支援内容と成果をまとめた報告書を任意様式（１部）

及び電子データ（一式）により納品すること。 

８．その他 

（１）業務実施にあたっては、本市と十分に打合せを行い、円滑な業務の遂行に努めること。 

（２）仕様書にない項目で疑義が生じる場合は、必要に応じて協議し決定する。 

 

 

９．担当部局 

  〒076-8555北海道富良野市弥生町１番１号 

  富良野市総務部シティプロモーション推進課 

    電話：0167-39-2277（直通）／ファックス：0167-23-2120 

    E-mail：fcp@city.furano.hokkaido.jp 


